
処分庁　　大　阪　府

　処　分　等　の　理　由

　大阪市福島区所在の建物の賃貸借契約において、被処分者には次のとおり法に違反する事実
があった。
　法第35条第１項の書面（重要事項説明書）について、宅地建物取引士をして、交付して説明しな
かった。
　このことは、法第35条第１項の規定に違反する。

処 分 の 種 類 指示処分

処 分 年 月 日 令和5年11月15日

商 号 又 は 名 称
（法人の場合は法人番号）

株式会社Rリビングカンパニー
（法人番号　5122001030851 ）

代 表 者 中村　豊美

免許証番号及び免許年月日 大阪府知事（２）第59901号　令和４年９月14日

主た る事 務所 の所 在地 東大阪市


